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  令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日  

    

   高 等 裁 判 所 長 官 

   地 方 裁 判 所 長  会  同  

   家 庭 裁 判 所 長 
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最 高 裁 判 所 長 官 挨 拶  

社 会 の デ ジ タ ル 化 の 一 層 の 進 展 、 特 に コ ロ ナ 禍 に 伴 う 行

動 の 制 約 の 下 で の デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 は 、 従 来 の 仕 事 の 仕

方 や 人 と 人 と の 関 わ り 方 を 大 き く 変 容 さ せ 、 国 民 の 価 値 観

や 行 動 様 式 の 多 様 化 を 加 速 さ せ ま し た 。 裁 判 制 度 が 、 国 民

か ら 信 頼 さ れ 、 法 の 支 配 を 支 え る 基 盤 で あ り 続 け る た め に

は 、 裁 判 の 本 質 を 見 据 え つ つ 、 こ の よ う な 価 値 観 や 行 動 様

式 の 変 化 等 を 敏 感 か つ 的 確 に 捉 え 、 柔 軟 に 、 そ し て 大 胆 に

諸 課 題 に 対 応 す る こ と が 不 可 欠 で す 。 現 在 取 り 組 ん で い る

裁 判 手 続 の デ ジ タ ル 化 や 裁 判 所 組 織 の 見 直 し も 、 そ の よ う

な 対 応 の 一 環 に ほ か な り ま せ ん 。  

裁 判 運 営 の 改 善 に 当 た っ て は 、 既 存 の 運 用 や 基 と な る 考

え 方 に 対 す る 批 判 的 検 証 が 不 可 避 で あ り 、 現 状 変 更 に 対 す

る 抵 抗 感 を 伴 い ま す 。 こ れ を 克 服 し て 建 設 的 な 検 討 を 進 め

る に は 、 経 験 や 世 代 の 違 い を 超 え た 率 直 な 意 見 交 換 、 新 た

な 挑 戦 に よ る 「 失 敗 」 の 価 値 を 認 め 、 こ れ を 組 織 的 な 「 財

産 」 と す る チ ャ レ ン ジ 精 神 の 醸 成 が 不 可 欠 で す 。  

そ の 検 討 に お い て は 、 担 当 す る 事 務 の 経 験 年 数 が 少 な い

者 が い る こ と や 、 子 育 て 、 介 護 、 ラ イ フ ス タ イ ル の 多 様 化
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な ど の 事 情 か ら 執 務 に 充 て る 時 間 に 制 約 が あ る 者 も 増 え て

い る と い っ た 現 実 を 直 視 し 、 裁 判 官 を 含 む 裁 判 所 職 員 全 体

が 、 無 理 な く 適 正 な 事 務 を 遂 行 で き る よ う な 事 務 の 方 法 や

マ ネ ジ メ ン ト の 確 立 が 求 め ら れ ま す 。 合 理 的 で 適 正 な 事 務

の 確 保 や 裁 判 所 職 員 の 研 さ ん の 支 援 の た め 、 事 務 処 理 に 必

要 な 知 識 や ノ ウ ハ ウ を 組 織 的 に 共 有 す る 仕 組 み の 整 備 も 必

要 で す 。  

利 用 者 の 視 点 か ら は 、 裁 判 に 要 す る 時 間 は 紛 争 解 決 に 要

す る コ ス ト で あ り 、 内 容 の 適 正 さ と と も に 、 紛 争 解 決 手 段

と し て の 裁 判 に 対 す る 信 頼 に 関 わ る 要 素 で す 。 民 事 訴 訟 事

件 や 裁 判 員 裁 判 対 象 事 件 の 審 理 期 間 の 長 期 化 傾 向 が 続 き 、

近 時 は 家 事 調 停 事 件 の 長 期 化 も 指 摘 さ れ て い ま す 。 そ の 要

因 は 様 々 で す が 、 こ れ ま で の 経 過 を 踏 ま え る と 、 審 理 を 合

理 化 、 効 率 化 し て 利 用 者 や 裁 判 所 の 負 担 を 全 体 と し て 軽 減

す る こ と が 現 実 的 な 対 応 策 で あ る と 言 え ま す 。 そ し て 、 こ

の よ う に 負 担 を 軽 減 す る こ と は 、 デ ジ タ ル 化 後 の 記 録 検 討

の 負 担 へ の 対 応 、 重 大 な 事 件 へ の 的 確 な 対 応 や 研 さ ん の た

め の 余 力 の 確 保 等 の た め に も 有 効 で あ り 、 ひ い て は 、 裁 判

の 質 の 更 な る 向 上 に つ な が る と 考 え ら れ ま す 。  

デ ジ タ ル 化 が 先 行 す る 民 事 訴 訟 で は 、 既 に ウ ェ ブ 会 議 に
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よ る 争 点 整 理 等 が 約 ８ 割 の 事 件 で 実 施 さ れ て い ま す 。 こ の

間 、 争 点 整 理 を 合 理 的 、 効 率 的 に 行 う た め の 検 討 が 重 ね ら

れ た 結 果 、 序 盤 で 口 頭 議 論 を 行 っ て 争 点 の 大 枠 の 認 識 を 共

有 す る 手 法 の 有 効 性 が 確 認 さ れ 、 各 裁 判 官 が こ の 手 法 を 実

践 し 、 そ の 効 果 や 課 題 等 に つ い て の 経 験 を 交 換 し 蓄 積 す る

と い う 段 階 に 移 行 し て い ま す 。 今 後 は 、 新 た な 手 法 の 実 践

に 対 す る 抵 抗 感 や 不 安 感 を 軽 減 し 、 成 功 例 や 失 敗 例 を 率 直

に 共 有 し 、 ア イ デ ア や 助 言 を 得 ら れ る 場 の 設 定 な ど 、 新 た

な 検 討 段 階 に 即 し た 支 援 態 勢 が 必 要 で す 。 書 記 官 事 務 に つ

い て も 、 合 理 的 、 効 率 的 な 審 理 の 実 践 に そ の 専 門 性 を 生 か

せ る よ う 、 デ ジ タ ル 化 後 の 事 務 フ ロ ー を 想 定 し た 検 討 を 加

速 さ せ る こ と が 求 め ら れ ま す 。  

家 事 事 件 の 分 野 で は 、 家 族 法 制 の 見 直 し を 中 心 と す る 民

法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 向 け た 準 備 と と も に 、

現 行 法 下 で の 事 件 処 理 に お い て も 、 家 庭 裁 判 所 調 査 官 の 専

門 的 知 見 の 効 果 的 な 活 用 や 、 制 度 趣 旨 に 沿 っ た 適 切 な 判 断

を 迅 速 に 行 う た め の 判 断 枠 組 み を 踏 ま え た 審 理 運 営 が 必 要

で す 。 多 様 で 多 数 の 事 件 を 取 り 扱 う 家 事 事 件 で は 、 僅 か な

非 効 率 が 累 積 し て 大 き な 負 担 に な る こ と か ら 、 そ の 対 応 力

を 強 化 す る た め に は 家 事 事 件 全 体 の 審 理 の 合 理 化 、 効 率 化
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を 図 り 、 必 要 な 人 的 ・ 物 的 態 勢 を 検 討 し て い く 必 要 が あ り

ま す 。 ウ ェ ブ 会 議 は 、 審 理 の 迅 速 化 や 家 事 事 件 利 用 者 の 物

理 的 ・ 心 理 的 負 担 感 の 軽 減 に も 有 効 な ツ ー ル で あ り 、 効 果  

的 に 活 用 す る こ と が 望 ま れ ま す 。 庁 の 規 模 が 比 較 的 小 さ く 、  

一 人 が 多 種 多 様 な 事 件 を 担 当 す る こ と の 多 い 家 事 事 件 で は 、  

必 要 な 知 識 や ノ ウ ハ ウ 等 を 的 確 に 共 有 す る 態 勢 の 整 備 が 特

に 重 要 で あ り 、 よ り 規 模 が 小 さ い 部 署 で 取 り 扱 わ れ て い る

少 年 事 件 で は 一 層 切 実 な 問 題 で す 。  

裁 判 員 裁 判 対 象 事 件 の 公 判 前 整 理 手 続 の 長 期 化 の 問 題 に

つ い て は 、 手 続 を 主 宰 す る 裁 判 官 の 間 で 争 点 整 理 の 到 達 目

標 に つ い て 改 め て 議 論 す る な ど 、 裁 判 所 側 で 対 応 可 能 な も

の か ら 取 り 組 む こ と が 現 実 的 で す 。 デ ジ タ ル 化 後 の 審 理 を

見 据 え る と 、 争 い の あ る 裁 判 員 裁 判 非 対 象 事 件 で も 人 証 中

心 、 公 判 廷 中 心 の 審 理 の 実 践 が 不 可 欠 で す 。  

裁 判 事 務 及 び 司 法 行 政 事 務 は 、 い ず れ も 裁 判 所 の 紛 争 解

決 機 能 の 充 実 強 化 に 向 け ら れ て い ま す 。 こ れ を 担 う 裁 判 所

職 員 の 職 務 内 容 は 、 そ の 専 門 性 に ふ さ わ し い 中 核 事 務 に 注

力 で き る も の と し 、 ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス に も 配 慮 し

た 形 で 柔 軟 に 働 く こ と の で き る 環 境 を 整 備 す る こ と が 大 切

で す 。  
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裁 判 所 職 員 の 一 人 一 人 が 、 国 民 か ら 負 託 さ れ た 裁 判 所 の

紛 争 解 決 機 能 を 支 え て い る と い う プ ラ イ ド を 持 っ て 、 真 摯

に 職 責 を 果 た す こ と を 期 待 し て 、 私 の 挨 拶 と し ま す 。  

以 上  


